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北部大阪都市計画地区計画の変更（豊中市決定）計画書 

 

都市計画新千里南町２丁目地区地区計画を次のように変更する 

名   称 新千里南町 2丁目地区地区計画 

位   置 新千里南町 2丁目地内 

面   積 約８．２ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の

目標 

本地区は、豊中市の北東部に位置し、千里ニュータウンの開発により整備され

た住宅地で、低層戸建住宅を中心とした良好な住環境を形成している地区である。 

本地区計画は、建築物等に関する制限を行うことによって、これまで培われて

きた良好な住環境の維持、保全を図ることを目指し、周辺と調和のとれたまちな

みを形成することを目標とする。 

土地利用の

方針 

ゆとりのある戸建住宅を主体とした住宅地として、良好な住環境の維持、保全

を図る。 

建築物等の

整備の方針 

良好な住環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の

最低限度、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度において必要な基準

を設ける。 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用

途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

（１）住宅（届出住宅（住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第

２条第５項の届出住宅をいう。）又は３戸以上の長屋（同項の届出

住宅を除く。）を除く。以下同じ。） 

（２）住宅で事務所の用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第１３０条の３第１

号で定めるもの 

（３）巡査派出所 

（４）前３号の建築物に附属するもの（令第 130 条の 5で定めるもの

を除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

230平方メートル 

ただし、次のいずれかに該当する土地については、この限りではない。 

（１）巡査派出所の敷地として使用するもの 

（２）本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている

土地又は建築物の敷地として使用する土地で本規定に適合しない

ものについて、その全部を一の敷地として使用するもの 

壁面の位置の

制限 

建築物の２階の外壁又はこれに代わる柱の面から北側の隣地境界線ま

での距離は、３メートル以上でなければならない。ただし、次のいずれ

かに該当する隣地境界線までの距離については、この限りでない。 

（１）真北方向に対する水平角度が４５度未満の角度の隣地境界線 

（２）計画図に示す自転車歩行者専用道路に接する隣地境界線 



2 

「区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

建築物等の高

さの最高限度 

軒の高さ７メートル 

ただし、建築物の地階を除く階数は２以下でなければならない。 

（備考） 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

１．告示の際に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が壁面の位

置の制限若しくは建築物等の高さの最高限度に適合せず、又はこれらの制限に適合しない部分を有

する場合にあっては、その部分について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場

合においては、当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする部分以外の部分に対して

は、これらの制限は適用しない。 

２．告示の際に現に存する建築物が建築物等の用途の制限に適合しない場合にあっては、当該建築

物の敷地内において次の各号のいずれかに該当する新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の

模様替をするときは、この制限は、適用しない。 

（１）当該建築物と同一の用途に供する建築物の新築をするとき。 

（２）当該建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をするとき（用途の変更を伴わ

ないものに限る。）。 

（３）当該建築物に附属するものの新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をすると

き。 

（特例による許可） 

市長が次の各号のいずれかに該当すると認めて許可した建築物については、当該許可の範囲内に

おいてこれらの制限は、適用しない。 

（１）公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないもの 

（２）新千里南町 2 丁目地区地区計画に定められた区域の整備・開発及び保全に関する方針に適

合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるもの 


